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会 議 録 

会議の名称 第 10 回つくば市不登校に関する児童生徒支援検討会議 

開催日時 令和４年（2022 年）10 月 26 日 開会 13:30  閉会 15:00  

開催場所 本庁舎２階 職員研修室 

事務局（担当課） 教育局学び推進課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 森田充教育長、柳瀬敬委員、倉田廣之委員、和泉なおこ委員、

成島美穂委員 

その他  

事務局 

 

教育局  

局長 吉沼正美、次長 久保田靖彦 

学び推進課 

課長 岡田太郎、参事兼教育相談センター長 久松和則、

課長補佐 東泉学、指導主事 古屋雄一朗、 

主任 淀純一郎、主任 巾崎一真 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ９人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 不登校に関する児童生徒支援の検討 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

・令和２年度、令和３年度不登校児童生徒学習支援事業協働実施に関する検

証について 

・今後の不登校に関する児童生徒支援のあり方の検討について 
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案件１ 令和２年度、令和３年度不登校児童生徒学習支援事業協働実施に関する

検証について 

○教育長 

ただいまから第10回つくば市不登校に関する児童生徒支援検討会議を開催い

たします。お忙しいところを本当にありがとうございます。早速ですけれども、

案件に入って参ります。本日の会議は、つくば市附属機関の会議及び懇談会等の

公開に関する条例及び施行規則に基づき、原則公開とすることとしますので、委

員の皆様におかれましては、ご了承願いたいと思います。 

今日の案件は、次第にありますように、２件ございます。早速ですが、案件１

の「令和２年度、令和３年度不登校児童生徒学習支援事業協働実施に関する検証」

について協議したいと思います。お手元に資料１がいっていると思いますけれど

も、基本的には、前回の内容にご指摘いただいたこところ等を修正したものと、

皆様の所見を入れたということですけれども、岡田課長の方から概要について説

明をお願いいたします。 

○事務局 

「令和２年度、令和３年度不登校児童生徒学習支援事業協働実施に関する検証

報告書（案）」として、資料１の方、委員さんにはご意見等をいただきながら、

修正を加えて参りました。形になってきたかなと思っているのですが、回答いた

だいた修正部分についてのみ、今回ご案内させていただきたいと思います。 

それでは、資料１の４ページを開いていただけたらと思います。協働事業の概

要の⑤番、受入定員のところですが、表記の方が分かりづらかったということで

したので、「令和３年５月～」の部分を、次のように変えております。「週２日

の２コース（各コース定員20名）利用希望者の増加に伴い、令和３年５月からは

週４日の開所日のうち、月木コースと火金コースに分け、各コース20名定員の受

入人数40名に増員した。」と表記させていただいております。40と20の部分が少

し曖昧だったので、このような表記にさせていただきました。 
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続きまして、８ページになります。ここは居場所の提供のところですが、８ペ

ージの一番上になります。居場所の提供の部分でご意見をいただいて、追記とい

う形をとらせていただきました。８ページの一番上、「また、保護者アンケート

によると、通所方法は『自家用車による送迎(17件)』が最も多く、次いで『公共

交通機関(８件) 』が多かった。さらに『送迎しやすい立地だから（14件）』が

むすびつくばを選んだきっかけとして２番目に多かった。通いやすい立地である

ことが、施設を選択する重要な要素の１つだったと言える。」この部分を追記さ

せていただきました。 

続きまして11ページになります。事業の分析、学習支援のところについて、11

ページの下から５行目の部分を追記させていただいております。「利用者アンケ

ートでは、『学習をすすめるはやさがあっていた』、『自分の好きなことを学べ

た』といった意見があり、スタッフは児童生徒を主体に考え、事業に取り組んで

いたことがうかがえる」という部分を入れさせていただきました。 

続いて12ページ、③番の居場所の提供、心理的な居場所づくりの部分も一部追

加させていただいております。③番の上から３行目の後半になりますが、「利用

者とスタッフが上下関係ではなく、スタッフが子供の目線でその話に耳を傾け、

寄り添いながら自信を失っている子供に安心感を与え、信頼関係を築けていた」

この部分を追記させていただきました。 

最後になります。16ページ、大きい５番。つくば市不登校に関する児童生徒支

援検討会議委員の総評ということで、ご意見をいただきましたので、ここに記載

させていただきました。一読させていただきます。 

不登校児童生徒学習支援事業協働実施について検証する中で、不登校児童生徒

に対する支援の在り方が見えてきた。児童生徒の目線で考えることが重要であ

り、本人のペースに合わせ寄り添いながら支援することが、不登校児童生徒の前

向きな生活を支える力になることが確認できた。学校においてもこのような考え

のもと、個々に合わせられる場を提供できれば不登校を生じさせない環境を整え
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ることができると考える。また、不登校児童生徒一人一人の実態に寄り添って支

援することが大切であり、そのためにも不登校児童生徒のアセスメントをきちん

と行うとともに、不登校児童生徒支援施設と学校及び市担当部局との連携の充実

が欠かせないことが改めて認識できた。 

教育機会確保法によって子供の学習権の保障が社会課題として再認識された。

そもそも憲法２６条にある教育の義務とは子供の学習権を保障する義務であっ

て、子供が義務を負っているわけではない。つまり学校へ行くことは子供の権利

であって義務ではない。 

「全ての子供に学びの機会を保障する」社会を実現するために子供の多様な学

びの場を官民あげてつくっていく必要がある。そのモデルが今回の官民協働事業

であったはずだ。その検証において官民のコミュニケーション不足が指摘された

ことの意味は大きい。協働の根幹にかかわるからだ。そして教育委員の一人とし

て協働に参加できていなかったことは私自身の反省である。さらに多様な学びの

場は子供だけではなく社会全体の課題になっている。つまり分断されつつある現

代の市民社会の再構築という大きなテーマへの視座を共有したい。 

検証報告から見える今後の必要性・方向性は、ひとつには、学校との連携の在

り方をどのように進めていけば不登校児童生徒に適切に対応がとれるのかとい

うことである。そのためには、学校と委託事業者との繋ぎ役を担うスタッフを配

置することが大切となる。担当者としては、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカーなど専門的立場の人材を配置したい。強いては、校内フリース

クールの充実・拡大に繋げ公的機関と民間機関の区別化を図り、役割分担を明確

にする必要性もある。次に、不登校児童生徒の保護者のネットワークづくりをめ

ざしていく必要がある。親の孤立や悩みを解消するために親の会の拡大や勉強会

などを開設していくことが望まれる。 

協働事業とは「一つの目的のために異なる複数の主体が対等な立場で関わるこ

と」であると考える。しかし、当事業において、協働事業の目的と役割分担の明
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確化および共有が徹底されていなかったため、双方が自身の認識のままに実施を

進めていったことが、コミュニケーション不足による連携体制の不備につながっ

た。よって、今後、協働事業を実施する際には、目的の共有と明確な役割分担が

必須である。一方で、この事業によって、むすびの専門性を活かした不登校児童

生徒支援による知見が多く見いだされ、課題も可視化された。今後はその知見と

課題を一つひとつ丁寧に踏まえながら、不登校児童生徒および保護者の視点を常

に念頭に置いて、制度設計と施策の実行を喫緊かつ着実に進めていくことを提言

したい。協働事業者は児童生徒への効果的な支援を行うため、スタッフ同士のア

セスメントや週一回のミーティング、研修など、精力的にスタッフ研修に取り組

んでいた点は評価できる。また、仕様書には一人一人に合った学習計画の立案に

ついての記載はあるが、児童生徒へのより充実した支援を行うためには、個別支

援計画の立案も今後検討する必要がある。 

この度の協働事業によって、市として学びの保証を公的に支援するとはどうい

うことなのかを改めて考えさせられた。利用者のアンケートを見て「むすび」は

学習支援の一つの形として成果を出せたと思うが、そこへ通う事ができない、あ

るいは望まない児童の存在も明らかとなったと思う。個に応じた様々な学習支援

方法の構築には、児童や保護者視点の求める支援の形を明らかにしつつ、より多

くの学びの場が連携して生徒や保護者を繋ぐことが大切だと感じた。 

以上、今までご意見をいただいたものを、訂正、修正追加させていただいて、

今回出させていただきました。以上でございます。 

○教育長 

今、報告書について説明をしていただきましたけど、お気づきの点等ありまし

たらお伺いしたいと思います。よろしいでしょうか。今回、報告書というのは、

私たちのこの児童生徒支援検討会議の中でまとめていった報告書という形で示

したわけですけれども、ご意見がないようでしたら、一応これでまとめとしたい

と思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 
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この案を報告書としてまとめたということにしていきたいと思います。今後に

ついては、議会の方から提言を受けているということもありますし、大変ご心配

をかけたということもありますので、議会の方に説明をさせていただき、その後、

市のホームページ等で公開していくという手順で進めていきたいと思います。 

 

案件２ 今後の不登校に関する児童生徒支援のあり方の検討について 

○教育長 

案件の１はこれで終了ということで、２の方に進めていきたいと思います。２

は今後の不登校に関する児童生徒支援のあり方の検討についてということで、案

を前回示させていただきましたけれども、さらにそれを具体的にある程度示せる

ようにしたものでございます。続けて学び推進課岡田課長説明をお願いします。 

○事務局 

引き続きまして、不登校に関する児童生徒支援、令和５年の支援施策案につい

てお話をさせていただきます。資料２の方になります。今までも検討委員の方々

にはたくさんご意見をいただきながら、案の方を作成して参りました。今回は、

いろいろなご意見をいただいた上で、少し具体的な数字も示す予定でおります。

数字等についてですが、あくまでもこちらは案としての数字になりますので、こ

れがそのままということではなくて、こんな方向性で考えていければなというこ

とですので、その部分についてはご了解いただけたらと思いますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

それではこの資料に沿って、簡単でありますが説明をさせていただきます。項

目については、これまで出してきたものと変わりはございません。まず１番、校

内フリースクールの整備になります。校内フリースクールの充実の必要性につい

ては、今までもたくさんご意見をいただいております。そこで、令和５年度につ

きましては、中学校及び義務教育学校後期課程で、既に１校モデル校で入ってい

るのですが、そのモデル校を除いた16校全て、それから小学校及び義務教育学校
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の前期課程、こちらは校内フリースクールの試行的実施ということで、不登校児

童が多い６校程度に、先行的に設置をするということを考えております。また、

校内フリースクールですので、モデル校でも実施しているように、専任の職員の

配置が重要になってくると思います。専任の職員としては、会計年度任用職員を

１名ずつ配置したいと考えておりまして、週５日、１日６時間勤務、ただし、長

期休業期間中は勤務なしということを想定しております。経験豊富な退職教職員

の任用等を想定しておりまして、今年度、試験的にモデル校の方で校内フリース

クールを取り入れておりますので、そちらのノウハウを生かしながら研修を実施

した上で、次年度、校内フリースクールの拡充を進めていきたいと考えておりま

す。 

二つ目スクールカウンセラーの配置になります。こちらもいろいろな場面でス

クールカウンセラーの重要性はご議論いただきました。現在、市内に勤務するス

クールカウンセラーは、週１日、１日７時間勤務になりますが、そちらを１名分

と換算して、現在令和４年度については、市内で21名分任用をしております。今

後ですが、増員の理想の数になりますが、令和７年度までには、市で勤務するス

クールカウンセラーを、現在の21名から56名に増員することを目指しておりま

す。令和７年度までということで想定しております。配置基準ですけれども、大

規模義務教育学校はそれぞれの学校に３名ずつ、上記以外の義務教育学校は２名

ずつ、小学校及び中学校各学校１名ずつということで、合計56名という人数を考

えております。ただ、先ほど申し上げたように、令和７年度までということで考

えておりますので、まずは令和５年度については12名増員して、33名まで増員で

きればと考えております。 

続いて３番、スクールソーシャルワーカーの配置です。こちらもカウンセラー

と同様、必要性についてはたくさんご意見をいただいたところです。現在、つく

ば市に勤務するスクールソーシャルワーカーは、ほぼ週２日の勤務、１日あたり

６時間勤務が標準的ですが、８名分任用しています。前々からお話をしておりま
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すが、スクールソーシャルワーカーの業務としては、家庭訪問を行ったり、家庭

に行って保護者と面談をしたりということ、いわゆる生活相談であったり、アウ

トリーチ的な支援を行ってきました。このスクールソーシャルワーカーを増員し

ていくことを考えております。こちらも増員の理想人数ですけれども、１学園に

１名は配置したいと考えておりまして、令和６年度までに、現在の８名から18

名、つまり１学園に１名まで増員したいと考えております。令和６年が18名です

ので、令和５年度につきましては、まず９名分を増員して合計17名。１名少ない

のですが、その１名というのは、（仮称）みどりの南小中が令和６年度に開校し

ますので、みどりの南については、令和６年度からの配置、それ以外については、

令和５年度から配置できればと考えております。 

続いて４番、教育相談センターの相談員の配置でございます。現在、教育相談

センターの方では教育相談員が８名、教育支援センターであるつくしの広場の担

当者が２名、合計10名の勤務ということになっておりますが、今までの検討会議

でもお話をしたように、年々相談件数が増加傾向にあり、なかなか対応は難しい

という状況も出てきつつあります。そこで、やはりこの部分についても増員が必

要だろうということで、来年度につきましては、教育相談の相談員について２名

増員して10名。それから、つくしの広場の担当者を１名増員し、３名。つまり、

今年度合計10名だった配置を合計13名に増員をしたいと考えております。 

続いて大きい５番です。不登校児童生徒の保護者への補助、今まで検討会で利

用者補助という言葉も使っていたかと思います。保護者への補助を次のように考

えております。不登校児童生徒が学校外で学習等を行う際に生じる保護者の経済

的負担を支援しましょうということで、この補助制度を考えております。補助対

象経費は、不登校児童生徒支援施設を利用する際の利用料、それから不登校児童

生徒が学校まで学習等を行う際に生じる経費といたします。補助金額について

は、不登校児童生徒１人につき上限額を定め、生じた経費分を支給すると考えて

おり、現在検討中ではあるのですが、補助金額の上限は児童生徒１人当たり２万
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円程度が妥当ではないかと考えております。 

続いて６番、民間の施設の運営者への支援になります。民間施設運営に対して、

児童生徒の支援体制整備、それから運営にかかる経費を支援していくという仕組

みになるかと思います。そういったことで、児童生徒の選択肢を充実させること

にも繋がると考えております。経費の支援の具体的なところですけれども、１日

当たりのつくば市在住の利用児童生徒数と、施設開設日数等に応じて上限額を設

定し、支援対象事業の２分の１と比較して少ない方の額を支給するということを

考えております。また、支援する施設は、つくば市内に所在する施設であるとい

うことを前提としまして、不登校児童生徒に対する相談、指導に関し深い理解、

知識、経験等を有している。さらには、それを活動の主たる目的として一定の社

会的信用を有している。家庭、学校との十分な連携協力関係が構築されている。

このようなことを施設の要件として捉え、要件を満たす場合には、支援していき

たいと考えております。 

また、施設によってはカウンセラーの配置等もあると考えられますので、そう

いったカウンセラーの配置加算など、必要に応じて加算ができるような仕組みも

現在検討中であります。あくまでも検討中になりますが、施設運営者への支援の

具体的な想定例としては、１日当たり利用者５人の場合、そして、週の開設日が

５日の場合には、上限として年間300万円から500万円。二つ目の例としてもう１

個提示させてもらいますが、利用児童生徒数が10名、週の開設日が４日の場合、

支援の上限として、年間500万円から600万円ぐらいと考えております。 

続いて７番、公設の不登校児童生徒支援施設ということになります。こちらは

現在で言えば、むすびつくば、ここにこ広場になるかと思います。こちらについ

ても、あくまでも児童生徒の社会的自立を目指す選択肢の一つとして、公設の不

登校児童生徒支援施設を引き続き運営していく、こういった制度についても当然

制度設計をしていくということです。 

最後８番、家庭にいる児童生徒支援。こちらも検討会の中でいろいろなご意見
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をいただきました。なかなか家から出られない児童生徒、ひきこもりに近い児童

生徒もいるだろうということでお話をいただいております。一つは、そこにも書

かせていただきましたが、例えば、県で作成をした「いばらきオンラインスタデ

ィ」や、つくば市独自のICT教材「チャレンジングスタディ」を継続して活用す

るということ、学校としても積極的に案内をしながら利用活用を促していくこと

も必要かと考えておりますし、先ほどスクールソーシャルワーカーの増員もお話

をさせていただきました。スクールソーシャルワーカーは、家庭訪問をして保護

者と繋がったり、本人と繋がるということが可能になります。このスクールソー

シャルワーカーの増員も活用しながら、この家庭にいる児童生徒の支援を考えて

いきたいと思います。 

以上、八つの柱の話をさせていただきました。少し前回に比べて、具体的な数

字を述べさせていただきましたが、最初にも話をさせていただきましたように、

この数字はあくまでも現在の案ということで、この方向性では考えているのです

が、まだまだ案の段階ですので、その部分については、ご承知おきいただけたら

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○教育長 

この会議の中で、具体的な数字を決める、金額を決めるということは難しいと

思いますので、こういう方向性で考えて良いのかというところを決定しまして、

その上で事務局が今後財政と話し合いながら具体的な案を作り上げていくとい

う形になると思いますが、財政でできるだけ私たちが考えた方向性が100％実現

できるようにやっていかなきゃいけないなと思うのですけれども、そういう目で

見たときに、質問とか、ぜひここはというものがありましたら、意見をいただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員 

説明ありがとうございました。私もこの方向で実現できれば素晴らしいなと思

っています。ただ、財政課との相談の場合には、明確に範囲とかそういうものを
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示さないと、なかなか理解してくれないのかなと。だからその時に、何でそうい

うものが不登校児童生徒にとって必要かということを明確に示す、一般の児童生

徒もそれで区別ができるのかとか、そういうものを説明できることが大切なのか

なと。そこら辺が今後さらに検討していくことかなと、細かいところだと思うの

でよろしくお願いしたいと思います。 

○教育長 

かつての行政を経験した人が、その大変さを感じているというところかもしれ

ません。ほかにありますでしょうか。 

○委員 

やっとここまできたなという感じがして、本当にご苦労さまでした。四つある

んですけど、まとめて言っちゃいます。 

まず１番、校内フリースクールの会計年度任用職員が、１日６時間となってい

ますけど、これは会計年度任用職員が職員会議に出たり、場合によってはクラス

のようなものを預かるのですけど、これは８時間じゃなくて６時間になるという

のは不都合が生じないですか、というのが一つです。 

２番目は、教育相談センターの増員は分かるのですが、かねてより相談事業が

子担当や親担当という、これがどうしても私は、親の話も聞き子供の話も聞き、

両方やって一つの相談事業が成り立つと思っていて、面談を同時にしなければい

けないから子担当親担当という形なら分かるのですけど、その意味だけですか

ね。はっきり分けてしまう必要はないと思うと、受ける相談の件数は、単純に考

えると倍になる。そんな単純なものじゃないでしょうけど、相談件数を増やすと

すると、子担当親担当という考えは、やめたほうがいいのではないかと思うので

すが、どうでしょうかということ。 

５番目について、不登校児童生徒が学校外で学習等を行う際と書いてあります

けど、ちょっと悩ましい表現だと思っていまして、子供はいろいろな形で学習す

るわけですよね。だけど、ここで言っている子供の学習権に関わる問題は、子供
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が教育を受ける権利だと思うのですよ。子供が学習する権利、言ってしまうと、

子供が自分でいろいろな学習をしましたというのも全部、子供の学習と捉えるの

ですね。ここで言う学校外で学習するというのは、学校外で教育を受ける、教育

を受けるという言い方をすると、堅い表現になるのですけど、やっぱりそこに社

会的なものが含まれていると思うのですね。つまり、子供が自分で勉強しました

という意味ではないということは、この表現の中に入れておく必要があると思い

ます。学習権、学習権と簡単に略して言っているのですけど、子供が教育を受け

る権利だと思うのですよね。ちょっと悩ましいなと思いました。 

最後ですが、利用児童生徒数５人とか10人とかと書いてあるのは、定員を想定

しているのか、実際の人数を想定しているのか。つまり、定員５名ということで

計算して予算をつけるという考え方と、実際に５名定員だけど、何人利用しまし

たという形では随分違うと思うのです。福祉の方で言いますと、いわゆる地域活

動支援センターは、定員に対しても予算がつくわけですね。だけど、実際のサー

ビス事業所は、定員はありますけど、利用者に対して利用実績を出して、支援費

が支給されるのです。なので、どっちの意味の人数なのかというのは結構、重要

になってくるのではないかなと思います。 

○事務局 

一つ目の校内フリースクールの会計年度任用職員の勤務時間ですけれども、毎

日６時間という想定で勤務時間を考えたところですが、一つは１日６時間、不登

校児童生徒モデル校のケースをちょっと聞いてはいるんですけども、正直なとこ

ろ、朝早い時刻から夕方遅い時刻までということがなくて、一番多い時間はお昼

の前後ということは確認できております。６時間勤務であっても当然、休憩時間

等は入れるしかないので、実質は学校の方には６時間半とか、７時間近く滞在し

てくれるかなと考えてはいるのですが、そういった部分を考えると、いわゆる学

校の実際の７時間45分勤務になるかと思うのですが、そこまでの時間数でなくて

も対応できるのかなと考えていることと、当座の校内フリースクールについて
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は、この会計年度任用職員１人だけで全部対応しますということではなくて、間

違いなく生徒指導主事であったり、各学年の担当者がいて、そういった方々と協

力をしながら、不登校児童生徒に対応していくことになると思います。そういっ

た中で、６時間という勤務の中で協力しながらであれば対応できるのかなという

ことも考えております。また、ここにも書かせていただきましたが、退職教職員

の任用を考えていて、希望者もかなりの数を想定しておりますので、勤務時間が

長いと人を募集するのもきつくなってしまう部分があるかなと考えていまして、

今のところは、６時間ぐらいでどうかと考えて載せさせていただきました。 

それから二つ目の相談センターの親担当、子担当について、委員さんおっしゃ

るように、子だから、親だからという区分けは基本的にはないと考えております。

ただ、ここで分けさせていただいているわけですけども、今の相談センターとか

親の相談と、子供の相談の対応の仕方が違っていて、子供の方は相談センターの

場合ですと、心理士の免許を取って資格を持っている方に多く入っていただいて

おります。プレイセラピーを取り入れたり、そういった形をとりながら、相談業

務を行っているものですから、ここで書かせていただいたのも、今まで教育相談

センターで対応しているように、親担当、子担当を分けて書かせていただいてお

ります。ただ、当然、親担当と子担当が完全に分かれて対応するということでは

なくて、情報交換は常々やっていますし、連携をとりながらやらせていただいて

おります。 

それから、三つ目の５番の学習等のところですけど、確かに表現として紛らわ

しい部分があったかと思います。いわゆる学習ということよりも、まさに教育を

受ける権利ということは我々も分かっていて、その表現の部分でもう少し、学習

等と書いてしまうと、いわゆる学習が前面に出てきてしまいますので、この辺の

表記については社会的な意味合いも含まれると思いますので、そういったものが

想像できるような言葉を考えていければなと考えています。 

最後、想定人数のところですけど、これは定員ではなくて、実際の人数という
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ことで我々の方は考えております。以上でございます。 

○教育長 

今の懸念は、十分生かしていきたいと思います。ほかにはいかがでしょうか。 

○委員 

確認だけですが、５番の児童生徒１人につき２万円程度が妥当というのは、一

月当たりということですよね。 

○事務局 

そうでございます。 

○委員 

あと、６番の先ほどの人数に関して、在籍はしているけど、実際通っていない

場合とかそういうケースなどもこれから詰めていくということですよね。 

○事務局 

細かい部分については、本当にいろいろな制度設計が見えてくるかと。その辺

は今後、細かい部分をきちんと設計していきたいと考えています。 

○委員 

あともう一つ、１番の校内フリースクールの会計年度職員さんの、基本的には

退職教員等という任用についてですけれど、今年度で校長先生を辞められる方も

そんなに人数いるわけでもないと思うので、やっぱり研修をきちんと行えば、教

員免許があって欲しいというのはとても分かるのですが、場合によってはない方

でも、可能性はあるのではないのかと思ってしまうので、その辺のご検討もお願

いします。 

○事務局 

ここではあくまでも退職教職員ということで書かせていただきましたが、人数

も人数ですので、委員さんおっしゃってくれたようなことも当然検討しながら考

えていきたいと思います。 

○教育長 
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ですが、教員免許状がないとできないことと、そういうこともあるので、そこ

は十分に注意していかないといけないと。 

○委員 

ご説明ありがとうございました。財政的支援が必要な施策の８つの柱だと理解

して、この方向性は私もこれでいいと思いました。ただ、不登校児童生徒支援制

度及び施策としては、これはあくまでも一部であって、そこに財政的、経済的な

支援は発生しないけれども、喫緊にやらなければいけないことはあると思うの

で、これが固まってからは、そこを注力して設計していく必要があると今感じて

います。 

この８つの中で、なぜフリースクールやこういう支援が必要なのかという理

念、事業の骨子の部分ができているし、この場ではしっかり共有が図れていると

思いますが、そこをもう少し文章化、明文化することもすごく大事だと思ってい

ます。 

具体的なことですが、市の校内フリースクール、前回の時に2024年からは小学

校も全校に配置する計画であるということを聞いていますので、まず試験的に６

校というのは理解していますが、2023年それ以外の学校の別室登校に代替する空

間の確保を徹底したいということは、引き続き言いたいと思いました。校内フリ

ースクールが何なのかという部分をこの場でも話し合わないと、今、モデルケー

スしか見てない部分があるので。小学校は全然別だろうなと思っていますので、

必ずしも退職教職員でなくてもいいのではないかと私も考えています。 

４月か５月に、現場の先生方とかスクールカウンセラーとかの方にお話を聞い

た時のノートを見返していて、先生たちにとっても何が問題なのかが明確でな

い、それが取り除けないという言葉とか、子供たちのアンケートの中で、先生で

もなく、親でもなく、でも相談相手が欲しい、いてくれたらすごく嬉しいという

回答をすごくよく覚えています。例えば、小学校の場合は、そういう斜めの関係

のような立場にある人を、こういう空き教室とかフリースクールに設置するとい
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うやり方を取り入れられないかなと思っています。そこでもう一度アップデート

としてお聞きしたいのが、ラーニングフォーオールの取組。あれは中学校ですけ

ど、NPOということで先生という人とは違うのではないかと思います。そこが引

き続き、どのような感じで行われているのかお聞きしたいと思います。 

○事務局 

ラーニングフォーオールですけども、前々からお話していると思いますが、今

年一つの中学校で、週１ペースで対応してもらっています。今年度については、

週１ラーニングフォーオールのスタッフの方が来て、いろいろなプログラムとい

うところまでいかないのですが、子供の思いとか希望を聞きながら、いろいろな

活動をやっています。例えば、勉強を教える場面もありますし、ワークワークシ

ートやプリントみたいなものを使いながら自己表現をする時間を取ったりとか、

そういった時間を設定してくれているというのは、私も一度見に行かせていただ

いて、確認してきたところです。来年度、ラーニングフォーオールがどのような

形で対応できるかというところまで、実は我々の方も行ってなくて、とりあえず

ラーニングフォーオールさんは今年度の契約ということで進めているので、今年

度は、２月あたりにきっと、年度の成果、評価が見えてくるのではないかと思い

ます。来年度以降についてですが、その部分については、まだ我々もラーニング

フォーオールさんと具体的な話をしているわけではないです。ただ、定期的に月

に一度、我々もラーニングフォーオールさんの担当の方と打合せの時間を持って

いますので、来年のことについては、その時間の中で話はしていきたいと思うと

同時に、例えば、来年度のつくば市としての制度設計がありますので、この中で、

どのようにラーニングフォーオールさんと一緒にやれるかとか、活用できるかと

か、知恵をもらうかとか、そういったところはこの制度設計を見ながら考えてい

ければいいのかなと考えています。 

○教育長 

ラーニングフォーオールは、今年は無償という形でお手伝いいただいていま
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す。それは向こうの補助金をいただいた中で、人を活用できるというところでお

願いして、今度代表の李君と私も相談するチャンスがありますので、来年どのよ

うな形で関わっていただけるか、また相談しなくてはいけないなと思っていま

す。ただ、場合によっては、ラーニングフォーオールも今、逆に言うと不登校支

援のノウハウを蓄積したいということもあって、こういうことも関わっているわ

けで、そういう蓄積のもとに内部研修を進めることによって対応できる人が増え

てくると。そういう人をつくばのこういうところで雇用するということも、可能

なのかどうかということもありますので、今後いろいろな可能性を相談していき

たいと思っています。 

最初に言われたように、全体の細かい計画の中の予算を伴う一部であるという

考え方であることは間違いないんですけれども、今後その順番が逆になってしま

うところもありますけど、全体のあり方をしっかりこれからまとめていかなけれ

ばいけないというところです。 

そういう中でフリースクールはどうあるべきなのか、どういう場所にしていく

べきなのかということも、当然その中に組み込まなければいけないと思っていま

す。雇う人も、研修をちゃんと積まないと、ただどうぞというわけにはいかない

ので、そういうところはこのあり方を基に、しっかり要綱も作らなければいけな

いし、こういうことを役割としてやってくださいという、そういうことで募集し

て、研修も積んで、具体的に対応していただくということになると思います。 

全体のあり方について、今日時間があるようでしたら、最後に皆さんで話し合

う時間も取りたいと思うんですけれども、まずこの予算を伴う、支援実施案につ

いてはいかがでしょうか。もし方向性としては良いということであれば、今後具

体的に事務局の方でこれに基づいて、細かい案を作りながら、財政とも折衝する

ということになると思いますが。 

○委員 

この政策でフリースクールも含めて、どれぐらいの子供たちに支援が及ぶかと
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いうところですが、私は大体民間のフリースクール入れて、２割から３割くらい

ではないかと思うのですね、学校外の支援ができるのがですね。そうすると校内

フリースクールでどれぐらいが機能していくかというのがポイントになってく

ると思うのですけど、それでも、家庭にいる児童生徒への支援者というのが、２

割３割は残るのではないかと思うんです。ここで８番の「チャレンジングスタデ

ィ」とか、「いばらきオンラインスタディ」というのは、確かに有効なツールで

あることは間違いないのですが、私は６番の、民間のフリースクールがアウトリ

ーチできる、つまり、なかなかフリースクールに出て来れない子たちもフリース

クールに在籍して、支援を受けられるような形も作っておいたほうがいいと思う

んですよ。なので、先ほどその実数ですとなると、通って来れない子供たちに対

してなかなかケアできないですね。６番の最後のところに、さらにカウンセラー

の配置による加算など、必要に応じて加算ができるようその内容と金額を検討中

であると。ここの加算の条件に、フリースクールのアウトリーチが入れられない

ものかなと思うのですね。 

ホームスクールとか、ホームエデュケーションはどうするという話も今までも

出たと思うのですけれども、あくまでも教育を受ける権利を保障するということ

であれば、そこで完結したものについては、なかなか支援の対象にはならないと

思うのですね。ホームスクール、ホームエデュケーションについて、それだけで

完結しているものについては、なかなか支援の仕方が難しいと思うのです。だけ

ども、それが民間のフリースクールと繋がって、フリースクールが何とか連れ出

して活動するとか、そういうふうにアウトリーチできれば、そこには加算できる

ような仕組みができないかなと思うのですね。つまり、繋がっていることが非常

に大事かなと思うのですね。フリースクール側からすると、そこは加算でやらな

いと、体制の中だけでは、なかなかアウトリーチができないということが出てく

ると思うのです。学校の先生がまずそうですもんね。担任が出向いてと言っても、

そういう時間は取れないわけですけど、民間でそこに力を入れようというフリー
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スクールがあった場合は、かなり動けるような気がするのですね。どうでしょう

か。 

○事務局 

大変貴重なご意見ありがとうございました。加算を含めて、民間フリースクー

ルでのアウトリーチというかやり方は参考になるかと思いますので、改めて検討

させていただいて、またご相談させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

○委員 

５番の先ほどの学校外は、ホームスクーリングは入らないのですか。 

○委員 

最初に質問したことが考えた内容なのですけど、ホームスクール、ホームエデ

ュケーションで完結している場合には、なかなか難しいと思うのです。なので、

校内フリースクールもやった上で、それでもなかなかケアできない子たちに対し

ては、学校側から出向くことが難しいならば、民間が出向いていってということ

は可能ではないかなと思うのですね。もちろん、スクールソーシャルワーカーが

出向いていって、いろいろケアすることはできると思うのですが、何せ人的な資

源の限界がありますよね。 

そのように考えると、可能性としては民間でそこもカバーできる可能性がある

と思うのです。完結している場合は、家庭で完結しているのだと、実際そういう

支援はなくても自分たちでやれるという人たちは、それは自分たちでやればいい

と思うのですけど、そこに線引くの難しいでしょう。 

○委員 

その場合は５に入るという理解でいいですか。 

○委員 

あくまでも支援というのは、強制するものではないので。 

○委員 
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私の懸念はやはり、同じことを意味していると思うのですけど、委員さんのお

っしゃる、どこの施設にもつながれず、とにかく自宅で、オンラインコンテンツ

なりで学習せざるを得ない児童生徒への支援はどこに入るのか。学校外は学校外

ですし、取りこぼしてしまっている子供たちがいないかという懸念が私の中であ

って。 

○委員 

在籍していますから、まず学校は、その子供についての把握はしているわけで

すよね。例えば、家庭で虐待が疑われるとか、いろいろなケースがあると思うの

です。そういう場合は、学校は児童相談所とも連携しなければいけないわけです

よね、場合によっては。そして、民間のフリースクールとか教育相談センターと

いうのも一つの方法だけど、基本的には在籍は学校にあるわけです。それで選択

肢がいろいろあると考えた方がいいと思うのですね。つまり、全ての子供は、ま

ず学校に籍はあるわけですね、義務教育において。 

○委員 

それは理解しているのですが、さっき委員さんが言ったその家庭で、家庭学習

で完結している場合の支援も、ここの学校外に含まれるという理解で良いってこ

とですね。であるならば、私の懸念は一応払拭されますか。 

○委員 

完全にホームスクール、ホームエデュケーションの場合も、保護者に報告を求

めることはできると思うのです。子供の状況が分からないとか、そのことはやっ

ぱり学校がやるべきことですよね。 

○教育長 

施設として認める要件と、個人支援として認めるための要件と、両方をしっか

り整理しないと。みんなが懸念しているのは、何でもかんでも学校行かないで家

で勉強していますという人にも２万円あげてしまうのかという話ですよね。です

から、要件は整理しなくてはいけないと思っています。要件については後でまた
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ご相談をさせていただきながらやりたいと思います。 

○委員 

細かいことですけど、８番で先ほどスクールソーシャルワーカーのアウトリー

チとおっしゃっていましたが、前回委員さんが言っていましたけど、スクールカ

ウンセラーのアウトリーチってどうなのでしょう。 

○事務局 

基本的にはないですね。 

○委員 

というのは、これも現場の先生たちの話を聞かせてもらった時に、行きたいの

に行けない、働いている保護者が多いという言葉があったことが思い出されて、

スクールカウンセラーのところにアポを取りたいけど平日だと全く時間がない

保護者が、どうカウンセリングの機会を提供したら良いのかなという意味で聞き

ました。週末に、それもでもスクールカウンセラーの方も疲弊していたし、そこ

の課題かと思っています。 

○教育長 

スクールソーシャルワーカーの方が、自分の勤務時間をずらして夜に対応して

くださっている方なんかもいますけど、スクールカウンセラーも早めに予約があ

ってそういうことが可能かどうかというのはね。それも勤務要件、契約の要件み

たいなものをどう決めるかということにかかってくると思うのですけども。た

だ、向こうも働く権利というか、働き方の労働基準法による押さえもありますの

で、その辺を頭に入れながら制度設計するようにしたいと思います。ありがとう

ございます。 

○委員 

また確認になりますが、６番の民間のフリースクールみたいなものを支援する

ことによって、利用者さんの負担する金額が、月々の利用料が減るということで

すよね。それと５番の月々の上限２万円程度の補助を併せて考えて、利用者さん
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の負担を今より減らしてという方向ですよね。そうなってくると、６番が今まで

のむすびみたいな、無料とまでいかなくても比較的安価な価格で利用できるよう

になっていくという方向を目指しているということで間違いないですよね。 

あと、ここに書いてあるのは、現在、不登校になってしまっている生徒への対

応という、基本はそういうことだと思うのですが、もちろん一番大事なのは、な

らないための策だと思うので、今後は同時に、なぜ学校に行かなければいけない

のという部分で、普通に通っている子たちの気持ちが何かもやもやしているのが

全体的に漂っている気がしている、想像にはなってしまうのですが、そのときに

学校が楽しいところであるという、今学校が楽しいという印象がどうにも漂って

いない空気感といったものでしょうか。勉強するところだけじゃないはずだとい

う認識をもう少し明るい方向で持っていけたらいいなという思いがあります。 

○教育長 

その辺があり方、全体像に関わるところですけど、今私も学校いっぱい回って

いるのですけど、一時期いろいろ制限されていたころに比べると、大分そういう

雰囲気がまた高まってきてるというか、教員も楽しい学校づくりというのは、か

なり今、意識してくれているなというのは感じます。大事なことだと思いますね。 

大体出尽くしましたでしょうか。であれば、この方向性としてこの形で進めて

よろしいでしょうか。では事務局で、これをもとに具体的な金額の換算の仕方と

か要件とか、そういうのをまとめて財政と相談しながら、具体的な案を作成させ

ていただきたいと思います。 

案件はこの１と２なのですけれども、委員からぜひ全体としていろいろなとこ

ろも大事なのではないかと、ちょっと順序がある意味逆になっているところもあ

るのですけども、ただ、議論の中で、そういうことは十分話し合ってきたと思い

ます。ここで、そういう全体のあり方をまとめる上でぜひこんなことというのを、

最後にちょっと時間もありますのでいただければと思います。先ほど委員がおっ

しゃっていた、校内フリースクールのあり方みたいな、ぜひこんなところであっ
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て欲しいというのがもしあれば、ここでまずご意見をいただければと思いますが

いかがでしょうか。 

○委員 

学習権の保障と言いますけど、私も使っていますけど、結局具体的に何なのだ

ろうということをずっと考えていて、それはつまり学校って何だろう、何のため

に行くところなのだろうという教育のあり方ですけど、学ぶ喜びとか楽しさを体

験すること。学びというのは教育大綱にもあるように、一方的に知識を習得する

ものではないという、集団の中で、相互作用で学んでいくところに本当の学びの

喜びがあるのではないかということを再認識して、学びの共同体という概念もあ

りますけど、学ぶ喜び、楽しさを提供できる学校とか施設ということが一番目指

すところ。学習権を私なりにかみ砕くと。その言葉で表現できるかなと考えてい

ました。 

○委員 

学習権ってすごく難しいのですけど、それが侵害されるような状況は避けると

いうことだと思うのですね。例えば、受験競争がすごく過熱していきますと、子

供にとってはそういうルートしかないと思って、本当はもっと違うことを勉強し

たいのに、というので受験勉強に追い立てられてしまうと。これは本当に子供の

学習権は侵害されていないのだろうかというのは、やっぱり現場の教師たちがす

ごく悩むと思うのですね。と言いながら、やっぱり全国学力テストがあるし、そ

ういうものを気にしながらということで、本当にフリーなフリースクールという

人たちはやっぱりテストはしません、成績つきませんというのがフリースクール

と言うのですけど、そういうふうに考えられていたのだけど、そうは言ってもと

いうのが、現場にあると思うのです。学力テスト、今回もいろいろ問題が指摘さ

れてきていますけど、何も疑問に思わずに、とにかくやりなさいとなかなか言う

のが辛いよねということなのですね。子供たちにとって、もっと自由な学びが本

当はあるのではないのとちょっと感じますけど。 
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○教育長 

学力テストはいろいろ問題ありますけど、とはいえ自分の得意不得意をしっか

り自分で認識するという目的のために使えば、ある程度意味はあるのかなと。そ

して、先生が自分の教えたことの良い点、足りない点、それから学校としての良

い点足りない点をしっかり分析して掴んでいくことがきちっとされれば、良いと

ころが生かされていくのかなと私は思っているのですけど。ぜひそうして欲しい

ということはこれまでずっと言ってきていますし、校長達も今委員さんが言って

くれたような、楽しい学びができるということを、教育大綱の最も大事な部分で

もありますので、それを実現しようと努力していると私はいろいろな学校を見な

がら感じています。まだまだ十分ではないというのは、もちろんありますけれど

も、そんなふうにこれからやっていかなきゃいけないというのは大事な部分かな

と思っています。 

○委員 

今の話の延長ですけど、夏休みの宿題はしなきゃいけないのか。当然宿題を出

されたら子供たちはやらなきゃいけない義務として持って帰るわけですけど、私

は、やる義務はないと思います。「私はもっと違う勉強したかったからやりませ

んでした」と言って、学校に持っていけますかということです。先生に話せます

か。そうすると夏休みとか、或いは宿題を出すということも、よく考えれば子供

の学習権を侵害しているとも言えるのですよね。家庭に持って帰って、学校の勉

強をしなきゃいけないと子供が思うということは、学習権侵害していませんか。

もっともっと言えば、今、とにかく学校に行くのが当たり前だと、学校に行かな

ければいけないと子供たちは思っているわけじゃないですか。気持ちとして、そ

れは社会人になってお仕事しなきゃいけないとか、会社に行かなきゃいけないと

か、というふうに今の社会がそうなのだからというので「学校に行きなさい」と

親が上から言ってしまうと、それ子供の虐待に当たりません？とか、或いは、子

供に勤労の義務はないのに、学校へ行くというのをお仕事みたく考えていません
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とか、そんなことも極端に言えば言えると思うのですよ。だけど、「私、夏休み

の宿題はほかのもっと興味あることをやっていたのでやりませんでした」と子供

が言えるかというと、それは言えないですよね。 

○委員 

一保護者としてちょっと痛い思いもありつつ聞いていましたが、おそらく夏休

みの宿題は、新学期に全部忘れてしまわないように、先生方が最低限出して欲し

いと出されている課題だと把握しておりまして、それでも学習が足りないと親が

感じると、塾に入れてしまうという現状が今あると思います。小学生児童、特に

低学年の子は、まだ自分で決定する力というか、親が決定権を握っている部分が

多いと思います。誘導するなり「やってくれると嬉しい」とか言うと、本人の意

思なのかじゃ分からないけど「やる」と答えてしまうような、今、小学校も取組

として、自主学習と家庭学習、自分で計画表を立てて取り組むみたいな流れにな

っていて、もちろんそれって大切で、やらされ学習で育ってしまうと、いざ大学

になった時に「宿題はないのですか」と言ってしまうようになってしまうので。

事実、私がちょっとその気がありましたので、自分で学ぶことを決める、興味関

心を持つというのはとても大事なことだと思うのですが、そもそも世界が狭い段

階でそれは難しいというのが、自分というものはやっぱり周りと比べながら見え

てくるというのがあると思いまして、なかなか学校というのは大事だと思うので

すけど。 

○委員 

すいません、反論しといていいですか。やっぱり子供はね、まず遊ばないと駄

目なのですよ。先生がいつも体験とおっしゃられているけど、やっぱり遊んでい

ろいろな体験をして、そして、だんだんと知的な興味が広がっていって学習に向

かっているのですね。いきなり最初に学習に入っちゃうと、やっぱり子供はそう

いうことが逆に言うとモチベーションというか、生きる力とか。 

○委員 
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この討論多分すごくずれてきちゃうので、私も語りたいですけど、一旦止めて、

不登校に関する児童生徒支援に関して、結局つくば市はどうしたいのかという、

委員さんのおっしゃる目的じゃないですけど、それが何となくないような気がし

ていて、学校に戻れなくてもいいよと言っているような雰囲気もありつつ、見せ

ているような感じも何となくしつつ、個々のあり方を尊重するとは言うけれど

も、「だったら学校じゃなくていいじゃん」という子が出て当たり前で。そうで

はなくて、自己決定が大事なのはもちろんだけど、知らなかった世界を知る喜び

が学び、やってみて合わないことが分かったとか、うまく言えないんですけど、

自分で決めたつもりで学校に行かなかった、でも大人になってみて、「やっぱり

行っておけば良かった」とつぶやくような人っていると思うんですよ。「それは

あなたが子供の時に決めたからだよ」と言われると何とも言えない、諦めの気持

ちになるというか。 

だから、あくまで最初は自分で決めるとは言っても、ベースみんな同じ位置に

あるというのは、ある種大事なのかなとは思っています。その上で、途中段階で

各々が気付く気付きに従い、学びの方向性が決まっていくのは良いのですが、目

標みたいなものを、つくば市の示す不登校のあり方が改めて記載された方が、民

間のフリースクールとしてのいろいろな方向性があってもいいと思うけど、つく

ば市としてはどうあって欲しいのか。一人一人を見捨てないという言い方をする

けど、見捨てないって結局どういうことということを、何かしら明記してもいい

んじゃないかという気はします。 

○委員 

学習権の保障は当然ですよね。もちろん、学ぶことの楽しさとかすばらしさを

学ぶ場なのですね、学校というのは。だから、それを第一に考えて教員がどのよ

うにやっていくか、そういうことが基本にないとまずいのかなと。あと、人格形

成もあるし、社会性もあるし、学校でそういうことを学べるので、学校は非常に

大切なところであるということを子供自身が感じ取るとか、そういうふうに思わ



 

27 
 

せることが教員の役目だし、必要性だと私は思っているのですね。 

だから、一緒に学習して良かったとか、一緒に物を作って達成感があったとか

そういうものは、そういう場でしか学べないものもあるわけなので、そこら辺の

感動とかすばらしさを体験させていくことが、私は一番の重要な課題、必要性だ

と私は思っています。そういうのが学校のあり方というか、学校の必要性を私は

感じています。 

○委員 

私は、学ぶ喜び、楽しさを感じるところが学校である、その学校が今までは一

条校に限定されていたのだと思うのですね。なので、一条校に行けないから不登

校というカテゴライズがされてしまっていたのではないかと思うのです。なの

で、学校イコール一条校ではなく、学習権が保障される場も学校と捉えるという

ぐらい、すごく挑戦的というか、大胆ではありますけど、捉え直しが必要だと思

っていて、不登校支援ってつまるところそこになっていくのでは。不登校って何

だろうってつくづく考えていて、単純に30日以上欠席と一応文科省は定義してい

ますけど、そこはどうなのという疑問が出たというのは、この要件にも関係して

くることだと思うのですね、今後詰めていく中で。 

だから、不登校はいわゆる一条校に通えないから不登校だったけれど、これか

らは全員がどこかに繋がれれば、不登校という現象というか言葉は要らないなと

思ったりしています。であるならば、分かりやすく不登校児童生徒支援と書きま

すけど、本当のあり方は学ぶ場の創造みたいなことなのかなと考えていました。 

○委員 

教育機会確保法を何回も出しましたけど、最初の目的は、「全ての児童生徒が

豊かな学校生活を送り」と書いてあるのですよ。だから、教育機会確保法は不登

校の子供たちだけの法律ではないということなのですよね。実際、先生が言われ

るように、そういう教育が学校で行われることを私たちも皆期待しているのだけ

ど、それができないような状況がいろいろあって、忙しさとか、先生自体がスト
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レスを抱えてしまうとか、ある程度になると受験競争でも学習に特化していかな

きゃいけないとかそういう現実をいかに本来の姿に戻していってもらえるかな

というのがあります。 

教師の頭の中にある理想像ってそんなに皆ずれているわけじゃないと思うの

ですよね。子供たちのためにやっぱり体験は大事だと思うし、一緒にやっていく

ことが大事だと思っているのだけど、それができない状況はできるだけ教育行政

で何とかしてあげたいというのがあると思うのですよね。だから、親の方の立場

として、委員さんの気持ちはすごくよく分かるのですけど、親も葛藤していると

思うのですよね。だからそういう子供たちも先生たちも一緒みたいな感じがあっ

て、どこかでそれを私は私と思い始める時期があるのではないかと思うのですけ

ど。 

○委員 

親としてというか、知りたいこと、子供に知らせて伝えて欲しいこととして、

学校進学していくのが、大卒であるなどが社会の当たり前であるみたいなものが

やはりあると思います。そうではなくて、学校へ行かない選択肢をした生き方の

人が、どういう生き方か具体的に実は知らなくて、私の身近にも不登校を経験し

た方が結構いるけど、社会人になった後もどうしても休みぐせって言い方は悪い

のですけど、どうしてもちょっとぶち当たるとまた戻ってしまう。でも、そうい

う波の中で葛藤しながら生きていて、だから親として心配なのは、この子が本当

に自立して生きていけるだろうかというところなので、いろいろなスタイルがあ

るならば、学校の先生って基本大学を出て学校の先生になっている、自分の中の

シミュレーション、理想ではないけど、一番想像できるのがそれであるわけだか

ら、そうじゃないいろいろな生き方があるのだ、高校に行かなくて成功したって

言い方は変ですけど、自立して生活している人、いろいろな生き方みたいなもの

を先生たちも、ちょっと頭のベースにあったらもうちょっと指導が変わってくる

のではないかなという、どこか進学して学びを受けることが、ベストであると思
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っているところがあるのではないかなと。 

自分自身はそうだったし、そうであるけれど、いろいろな生き方というものが、

多分みんな見えていない。税金を納めない生き方をしている人は悪なのかとか、

よく分からないですけど、何に喜びを感じる生き方みたいなものとか、そういう

たくさんの生き方がある中で、自分は安定を求めるからこう生きたいんだとか、

いろいろなモデルケースが世界にあることをもうちょっと認識できれば、不登校

って言葉があるのも登校することが当たり前であるっていうベースがあるから

こその不登校であって、だから、いろいろな生き方がある上でこれを選択したと

いう意識がせめて中学生の頃の自分が持てていたら違ったのではないかという

気がする。その違う選択をした場合、こういう困難が待ち受けるかもしれないけ

れどもみたいないろいろな想定ができる。学校がそういう学びもできるといいな

という思いがあります。 

○教育長 

大分時間を過ぎていました。先生今のいいですか。大事だと思います。もう生

き方論、教育論になってきましたが。 

○委員 

学校がやってないみたいな。私は、個人尊重は基本にあるわけですから、その

子にとっての将来とか人生とか、ベストなというかそういうものを探らせるとい

うか自分で導いて進めるような、そういう手だてをしていくのも学校だし、だか

ら、私は押し付けではないし、一つのルートが正しいとかそういうものではなく

て、やっぱり自分で自分探しをちゃんとできる、そういうふうに導くのがやっぱ

り学校だと思うので、そういう環境の中で少しでもそういうことに早く気付くと

か、進めるように援助してあげることが必要な場だと思っています。 

○教育長 

議論は尽きませんがすいません。委員さんが心配されるように、かつての学校

はどちらかというといわゆる一般的に言われる良い子を育てて、そのラインに乗
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せてあげるみたいなところが強かったというかそういう傾向があったことは否

めないのかなと思います。 

でも、今、多くの学校、多くの先生はそうではないと、自分の生き方をしっか

り自分で見つけていく、そういう教育をしようという機運は非常に強まっている

のではないかと思いますし、つくばはやっぱり教育大綱で示したのはそういうと

ころでありますので、ますます今心配されたこと、そして皆さんが考えている教

育をつくば市としては何とか実現することが、不登校という言葉が大分引っかか

ってきたようなところもあるんですけど、全ての子供たちにきちっとした自分な

りの生き方ができるような、そういう子供を育てていこうというのはそのための

私たちは学校でもあり、いろいろな今考えている支援でもあるととらえていっ

て、あり方をまとめていくという感じですかね。 

まとめる人大変になってきました。そういうところで大体、今日は時間でこの

辺にさせていただきまして、今後の予定について事務局の方からお願いしたいと

思います。 

○事務局 

本日もご議論ありがとうございました。次回第11回の会議ですけれども申し訳

ございません、まだ日程の方が調整中でございますので、調整がつき次第またご

連絡をさせていただきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。以

上でございます。 

○教育長 

では日程の方は、改めてまた連絡させていただきます。これから今、議論が大

分出てきました全体像について取りまとめていきたいと思います。予算を伴う案

につきまして、ここまで何回も議論いただいたりご意見いただいて本当にありが

とうございました。これをもとに本当に頑張ってまたやっていきたいと思いま

す。本日は長時間ありがとうございました。 

 


